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利用者資格及び回数

平成23年度中に30歳以上の組合員（任意継続組合員を含みます。）及びその被扶養者で毎年度１回です。
脳ドック・併診ドックは３年に１回、組合員に限ります。（任意継続組合員・被扶養者は利用できません。）

助 　 成 　 金 　 額

共済組合と各指定健診機関が契約した基本料金から次の割合を助成します。

健診機関ごとの助成金額は別表のとおりで健診機関ごとに異なります。

利 用 者 負 担 額

別表の基本料金から、共済負担額（助成金額）を控除した金額となります。
婦人科検診などオプション検査は、利用者負担となります。

利用方法などの手続き

利用希望者は、直接各指定健診機関に電話等予約してください。その際、必ず共済組合の組合員等である
こと（保険証の記号番号）を申し出てください。
予約後は、共済事務担当課保管の ｢人間ドック利用承認申請書｣ に必要事項を記入のうえ所属所を経由し、
利用日の1～ 2ヵ月前までに共済組合に提出してください。
利用日直前に申請書を提出された場合、希望日に受診できないこともありますのでご注意ください。
利用の取消しや健診日及び健診コースを変更する場合は、速やかに指定健診機関及び共済事務担当課まで、
ご連絡ください。
任意継続組合員の方の利用は、予約後直接　共済組合福祉課（TEL 029-301-1412）　までご連絡ください。

平 成 23 年 度

人間ドック利用のご案内
―申請は１～ 2カ月前までに―

共済組合では、疾病予防対策事業の一環として、また生活習慣病等の早期発見を目指して特定健康診査
の項目を含んだ人間ドック利用助成事業を実施しています。
平成23年度は新たに3つの機関を加え、別表『人間ドック指定健診機関等一覧表』のとおり39施設と
契約しました。
申込方法など次の事項に十分ご留意のうえ受診してください。

＜平成 23 年度　新規指定健診機関＞

秦病院 日帰り人間ドック・脳ドック・併診ドック
所在地・電話番号・料金
等は別表をご覧ください。

村立東海病院 日帰り人間ドックのみ

龍ケ崎済生会病院総合健診センター 日帰り人間ドックのみ
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組合会議員のプロフィール
①職名　②座右の銘　③組合会議員としての抱負

第2区選出
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①大子町長

②初心忘るべからず

③共済組合の発展に努めてまいります。

日帰りドック　60％ 宿泊ドック　50％ 脳ドック　50％ 併診ドック　50％

平成23年度保健事業の変更内容のお知らせ
保健事業は大変厳しい財政状況となっていますが、平成23年度も現在の財源率を維持しながら事業の一部見
直しを図ります。組合員の皆さんにおかれましては、今後も健全な事業運営にご協力をお願いします。
本年度の事業の変更内容は次のとおりです。

事 業 名 等 平成22年度 平成23年度

健
康
づ
く
り
支
援
関
係

歯 周 病 検 診
＜自己負担＞
1,000円

＜自己負担＞
無料

骨粗しょう症検診

＜受診資格＞
40才以上5歳刻みの所属所で行う
定期健康診断を受ける女子組合員
（人間ドック受診者は非該当）

＜受診資格＞
40才以上5歳刻みの女子組合員全員
（人間ドック受診者も該当）

健 康 電 話 相 談
電話　0120-03-1199
固定電話のみ

①電話回線を統一しました。
②固定電話の他、携帯電話からも
利用できます。
●フリーダイヤル　0120-47-4479
　―通話料無料―

心の相談ネットワーク
電話　0120-47-4479
固定電話のみ

宿
泊
利
用
助
成
関
係

大 洗 鷗 松 亭

＜1泊の助成額＞
○大人 5,000円
○小学生 3,000円
○素泊り 2,000円

＜1泊の助成額＞
○大人 5,500円
○小学生 3,500円
○素泊り 2,500円

栃木県市町村職員
共済組合保養所

「ホテルニューもみぢ」

＜1泊の助成額＞
○2,000円

＜1泊の助成額＞
○4,000円

講
習
会
関
係

健 康 セ ミ ナ ー
＜講演内容＞
生活習慣病（メタボリックシンド
ローム）対策

＜講演内容＞
メンタルヘルス対策
（一般職向け及び管理職向け）

ラ イ フ プ ラ ン
講　 習　 会

＜開催回数＞
2回
○40歳代（生活設計型） 1回
○50歳代（退職準備型） 1回
＜対象者＞
組合員

＜開催回数＞
3回
○30歳、40歳代（生活設計型） 1回
○50歳代（退職準備型） 2回
＜対象者＞
組合員及びその配偶者




